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一 

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
二
日
提
出 

質

問

第

一

三

号 

  

下
山
国
鉄
総
裁
怪
死
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
二
日 

提
出
者 

田 

中 

堯 

平 

衆

議

院

議

長 

幣 

原 
喜 

重 

郞 

殿 



一 

右
件
の
変
死
者
と
下
山
定
則
氏
と
が
同
一
人
で
あ
る
と
の
証
拠
に
つ
い
て 

4 

最
近
の
新
聞
紙
に
よ
れ
ば
、
本
件
変
死
者
の
ワ
イ
シ
ヤ
ツ
、
ズ
ボ
ン
、
ふ
ん
ど
し
等
に
機
械
油
が
付
着
し
て
い
た 

が
、
上
衣
に
は
付
着
し
て
い
な
か
つ
た
と
い
う
が
、
同
一
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
う
る
か
、
そ 

の
点
の
判
断
如
何
。 

3 

指
紋
の
検
査
に
よ
る
同
一
人
の
認
定
が
な
さ
れ
た
か
。
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
下
山
氏
生
前
の
指
紋
が
確
保
さ
れ
て
い

た
も
の
か
。
そ
の
他
い
か
な
る
方
法
を
も
つ
て
指
紋
の
同
一
性
を
認
定
し
た
か
。 

2 

同
一
人
で
あ
る
と
の
認
定
を
し
た
立
会
人
が
あ
る
か
。
あ
り
と
す
れ
ば
そ
の
人
名
、
更
に
下
山
夫
人
は
同
一
人
と
認

定
し
た
か
。 

1 

血
液
型
は
同
一
で
あ
つ
た
か
。
同
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
検
定
方
法
を
用
い
た
か
。
妻
子
に
つ
い
て
科
学
的

検
定
を
行
つ
た
か
。 

下
山
国
鉄
総
裁
怪
死
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 
二 
現
在
の
搜
査
段
階
に
お
い
て
下
山
事
件
に
対
す
る
自
他
殺
の
判
断
如
何
。 

三 

検
察
庁
と
警
察
側
と
の
本
件
に
関
す
る
見
解
は
一
致
し
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
如
何
。 

四 

佐


佐
検
事
が
本
件
当
初
に
犯
人
は
朝
鮮
人
で
あ
る
と
言
明
し
た
の
を
聞
い
た
人
が
あ
る
が
、
こ
の
事
実
が
あ
る 

 

か
。 

五 

本
件
は
当
初
か
ら
ラ
ヂ
オ
等
に
よ
り
特
定
団
体
の
隠
謀
で
あ
る
か
の
如
き
宣
伝
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
出
所
に
つ
い
て 

調
べ
た
こ
と
が
あ
る
か
。
又
そ
の
宣
伝
の
内
容
に
つ
い
て
搜
査
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。
そ
の
搜
査
の
結
果
如
何
。 

六 

現
段
階
に
お
い
て
得
た
証
拠
と
な
る
べ
き
事
実
を
列
挙
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 
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